
 

平成 29 年 2 月 27 日 
 
公認心理師カリキュラム等検討会座長 北村 聖 先生 
公認心理師制度推進室 御中 
 
                   臨床心理職国家資格推進連絡協議会 
                            会長 鶴 光代 
                   医療心理師国家資格制度推進協議会 
                            会長 林 道彦 
                   一般社団法人日本心理学諸学会連合 
                          理事長 子安 増生 
 
           公認心理師制度に向けての要望 
 
 2月22日の第6回公認心理師カリキュラム等検討会ワーキンクチームで提示

されました資料４「大学及び大学院における必要な科目（試案）」の大学院の部

分につきまして、以下の修正・加筆の要望をお願い致します。 
 
要望事項  

試案 修正・加筆要望 
⑥心理的アセスメントに関する理論

と実践 
⑦力動論に基づく心理療法に関する

理論と実践 
⑧行動論に基づく心理療法に関する

理論と実践 
⑨家族関係・地域社会における心理療

法等に関する理論と実践 

＊試案の⑦、⑧をまとめて＜心理支援

に関する理論と実践＞に修正→⑦ 

 

＊⑨を＜関係者・地域社会における支

援に関する理論と実践＞と変更→⑧ 

 

＊＜心の健康教育に関する理論と実

践＞を新設→⑨ 

 
理由 

 公認心理師法の第二条の定義では、公認心理師は４つの行為を行うことにな

っています。  
 ・試案の A.心理実践科目の「⑥心理的アセスメントに関する理論と実践」は

第１の行為に関連しています。 
 ・試案の「⑦力動論に基づく心理療法に関する理論と実践」、「⑧行動論に基

づく心理療法に関する理論と実践」は第２の行為に関連していますが、今日の

現場での支援の方法は多岐にわたっています（別紙参照）。したがって特定の２

つの技法のみを取り上げるということは現実に即していません。それで一般的

な表現＜心理支援に関する理論と実践＞に修正されるよう要望します。 
 ・試案の「⑨家族関係・地域社会における心理療法等に関する理論と実践」

は第３の行為に関連していますが、その行為をより明確にするために＜関係

者・地域社会における支援等に関する理論と実践＞に修正されるよう要望しま

す。 
 ・試案には第４の行為に関連した科目がありません。それで、＜心の健康教

育に関する理論と実践＞を新設されることを要望します。 

第７回公認心理師カリキュラム等検討会ワーキングチーム 

平成２９年３月９日 参考資料３ 
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2017 年２月 28 日 

公認心理師カリキュラム等検討会 座長 北村 聖先生 

厚生労働省 関係各位  

文部科学省 関係各位 

 

 

公認心理師のカリキュラム検討に関する要望書 

 

  一般社団法人日本心理学諸学会連合理事長（公認心理師カリキュラム等検討会構成員）子安増生 

   同 理事・事務局長（公認心理師カリキュラム等検討会ワーキングチーム構成員）沢宮容子 

 

公認心理師のカリキュラム等検討に関しましては、検討会座長の北村聖先生、ならびに厚生労働

省、文部科学省の皆様に多大なるご尽力を賜り、心より感謝申し上げます。 

私どもは、53 団体から成る心理学関連学会の連合体である一般社団法人日本心理学諸学会連合

（以下、日心連）を代表し、公認心理師カリキュラム等検討会および同ワーキングチームに参加さ

せて戴いておりますが、カリキュラム等検討会の経緯につきましては、延べ９万人以上の加盟学会

会員も大いなる関心をもって注視しているところでございます。 

そのような中、2 月 22 日の第６回公認心理師カリキュラム等検討会ワーキングチームで提示され

た「試案（資料５）」中の公認心理師法第７条第２号に係る実務経験が「実務経験プログラムを持

つ施設において２～３年の実務経験」と記された点につきましては、大きな懸念を抱いております。 

最小限の「２年の実務経験」でもよいこととなったならば、大学プラス大学院で教育を行うこと

が空洞化する可能性がきわめて高く「大学院課程修了者を基本とする」とした附帯決議の精神に背

反するものとなります。また「附則第三条（受験資格に関する配慮）」の「定める期間を相当の期

間とすること」の精神にも反するものとなります。 

公認心理師は汎用性のある資格です。国民が公認心理師に求める最低限の質保証という観点から

も、大学院教育での理論と実践の積み重ねなしに、主に単一施設での「２～３年の実務経験」のみ

によって養成することには、少なからず危惧を抱かざるを得ません。諸外国における心理職の現状

に鑑みても、公認心理師の専門性を維持するうえで大学院教育は必須です。 

いったん水が低きに流れますと、それを元に戻すことはきわめて困難と思われます。心理学ワー

ルドを代表し、日本の公認心理師養成が世界の潮流からはずれ「ガラパゴス化」しないよう、心よ

り願うものでございます。 

取りまとめに向けて、身を削るようなご努力ご苦心を重ねてくださっている皆様方には甚だ恐縮

ではございますが、ぜひとも下記の要望を素案に取り入れていただきますよう、切にお願い申し上

げる次第です。 

 

            

記 

 

公認心理師法第７条第２号に係る実務経験を「３年以上」と明記する。 

 

 

以上 













平成 29 年 2 月 27 日 
公認心理師カリキュラム等検討ワーキングチーム   
座長 北村聖先生  
公認心理師制度推進室各位 
厚生労働省 関係各位  
文部科学省 関係各位 

公認心理師のカリキュラム検討に関する要望書 
臨床心理分野専門職大学院協議会 

会長 増田健太郎 
会員校一同 

公認心理師カリキュラム等検討ワーキングチーム（以下ワーキングチーム）におきまし

ては座長北村聖先生並びに公認心理師制度推進室の皆様のご尽力に心より感謝申し上げま

す。 
公認心理師資格は、国民の多様で複雑な心の問題を援助するため大きな期待がある資格

です。国民の期待に応えるべく、同ワーキングチームでは、到達目標及び大学・大学院で

必要な科目について、北村座長の的確で公正な進行のもと、カリキュラムや国家試験など

について、一定の方向性が示されてきました。 
第 6 回ワーキングチーム における公認心理師等(試案)の資料 5 において、実務経験プロ

グラムの内容及び期間が示されました。しかし、その素案については、以下の点で疑問を

抱かざるを得ません。第 2 回ワーキングチーム において、関係団体のプレゼンテーション

が行われ、本協議会は「学部卒の実務経験は 5 年が必要」との意見を提案しました。第 4
回では北村座長から「学部卒 3 年」が提案され、公認心理師受験資格のメインルートであ

る大学院教育との等質性・同等性を担保する必要があるとの論議を行ってきました。本法

第 1 条の国民の心の健康の保持増進に寄与するために、公認心理師は大学・大学院で心理

学の理論と実習を通して、質の高い公認心理師養成が必要であることは言うまでもありま

せん。学部卒のカリキュラム内容と実習体験の期間についての再考と実施プログラム施設

の第三者機関での認定について、以下の 3 点を、第 7 回ワーキングチームの 素案に取り入

れて頂くことを強く要望いたします。よろしくお願い申し上げます。 
            
1． プログラムの内容について、「大学院教育に含まれる必要な科目A心理実践科目9科目、

B 心理実践実習科目」と同等性・同質性を担保するカリキュラムとすることを明記する。

理論学習は時間数を明記する。学外実習は 2 領域 120 時間とする。 
 

2. 学部卒の実務経験を経て受験資格を得るまでの期間を、「3 年以上」と明記する。 
 
3. 実務経験プログラムを持つ施設は、第三者機関の認証を受ける。 

以上 














